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●「自主行動計画フォローアップ調査」実施 

日本繊維産業連盟と繊維産業流通構造改革推進協議会が「第２回繊維産業の適正取引の

推進と生産性・付加価値向上に向けた自主行動計画のフォローアップ調査」を実施した。前回

（昨年１０月）では繊維業界の回答率が低かったが、１年後となる今回は、各団体より傘下企業へ

この調査の目的等を周知することとなり調査票を送付した。 

この調査は、自主行動計画に基づき、取引慣行の改善の徹底、浸透を目的に各社の取引慣

行改善の実施状況、課題などについてアンケート形式で実施された。 

 

●プルミエール・ヴィジョン・パリ２０１８開催 

９月１９日（水）－２１日（金）、パリのノールヴィルパント見本市会場において開催された。綿工

連傘下企業から、播州の桑村繊維（株）、岡山の（株）ショーワ、備中のクロキ（株）、日本綿布（株）

が出展した。 

 
●１１月「下請取引適正化推進月間」の取組み  

中小企業庁及び公正取引委員会は、下請取引の適正化について、下請代金支払遅延等防

止法（以下「下請法」という。）の迅速かつ的確な運用と違反行為の未然防止、下請中小企業振

興法（以下「下請振興法」という。）に基づく振興基準の遵守を指導すること等を通じ、その推進

を図っている。特に、毎年１１月を「下請取引適正化推進月間」とし、下請法の普及・啓発事業を 

集中的に行っている。本年度は以下の取組を行う。 

１．平成３０年度「下請取引適正化推進月間」キャンペーン標語（公正取引委員会との

連携事業） 

主 な 内 容 
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本年５月に、下請取引を行っている事業者に「下請取引適正化推進月間」の認知

を目的にキャンペーン標語の一般公募を行ったところ、全国から５２１点の応募が

あった。厳正な審査の結果、入選作品 5 点を選定し、その中から特選作品を決定し

た。 
特選作品は、平成３０年度下請取引適正化推進月間のキャンペーン標語として、下請取

引適正化推進月間のポスター、下請取引適正化推進講習会テキストの表紙などに使用す

るほか、全国各地で実施する下請取引適正化推進講習会で発表するなど、事業者のコン

プライアンスに資するよう幅広く活用する。 

〇特選作品 
「見直そう 働き方と 適正価格」 渡辺 佳幸さん（愛知県） 

２．普及・啓発 

（1）下請取引適正化推進講習会の開催（公正取引委員会との連携事業） 

４７都道府県（６２会場）において、親事業者の下請取引担当者等を対象に、下

請法及び下請振興法の趣旨・内容を周知徹底する。 

（2）下請取引適正化推進シンポジウム・セミナーの開催（中小企業庁独自事業） 

中小企業の公正な取引環境の実現に向けて、全国８ヶ所で下請法・独禁法に詳し

い弁護士による基調講演、取引条件改善に向けた企業の独自の取組を紹介するシ

ンポジウム・セミナーを開催。 

（3）適正取引推進講習会（テキトリ講習会）の開催（中小企業庁独自事業） 

日頃感じている、下請取引における疑問や不安を一挙解決する。親事業者と下請

事業者の適正な取引の推進を図るため、「下請法」、「下請ガイドライン」、「消費

税転嫁対策特別特措法」の３つに関する講習会を開催しており、「出張講習」も

無料で実施している。 

（4）下請かけこみ寺の利用促進（中小企業庁独自事業） 

「下請かけこみ寺」（全国４８ヶ所に設置）では、中小企業が抱える取引上の悩み

相談を受け付けている。問題解決に向けて、専門の相談員や弁護士がアドバイ

スを行う。また、取引先と価格交渉を行う上で必要となる基本的な法律の知識、

ノウハウについて解説を行う「価格交渉セミナー」を実施。 

（5）広報誌等への掲載・掲示（公正取引委員会との連携事業） 

・ホームページ、メールマガジンを通じた広報 

・ポスターを公正取引委員会、経済産業省、都道府県、中小企業関係団体、事業

者団体等の施設に掲示 

・都道府県や中小企業関係団体、事業者団体等の機関誌を通じた広報 
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【下請取引適正化推進月間ポスター】  

 

●第１２２回繊維通商問題委員会開催 

９月２６日(水)、繊産連の第１２２回繊維通商問題委員会が東京の繊維会館において開催され

た。当日は（１）日本の繊維貿易の現況について（２０１８年１－７月期、２０１８年７月・繊産連説

明）、（２）各国とのＥＰＡ交渉状況について（経産省説明）、（３）日中韓経済貿易についての説明

と意見交換があった。 

１. 輸出入全般の動向 

 ２０１８年１－７月期の繊維貿易 

 
円ベース ドルベース 

百万円 前年同期比（％） 百万ドル 前年同期比（％） 

輸 出  ５１２,５１４ １０２ .７ 

 

４,７０４  １０５.８ 

輸 入 ２,３２８,６５５ 

 

 

 

 

 

１０４ .６ 

 

２１,３５６ １０７.９ 

①２０１８年７月単月に関しては、輸出は円ベースで７６,２３９百万円（前年同月比１０２.１％）、

輸入は円ベースで３５７,７６１百万円（前年同月比１１２.３％）。 

②２０１８年１－７月累計の繊維品別輸出入実績に関しては、輸出（円ベース）の前年同期

比は繊維原料は９９.９％、糸類（紡績糸・合繊糸）は１０３.１％で、うち綿糸は１０３.２％、

毛糸は１４３.４％、合繊糸は１０２.２％。織物は９８.６％で、うち綿織物は９５.６％、毛織物

は１０８.４％、合繊織物は９８.７％。二次製品は１０６.３％。輸入（円ベース）の前年同期比

は繊維原料は１０９.２％、糸類（紡績糸･合繊糸）は１０４.２％で、うち綿糸は９８.５％、毛
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糸は１０８.１％、合繊糸は１０７.０％。織物は１０３.７％で、うち綿織物は１０２.１％、毛織物

は１０８.６％、合繊織物は１０３.６％。二次製品は１０４.６％。 

２. 各国・地域別輸出入の動向 

 ①輸出（２０１８年１－７月累計） 

   Ⅰ.２０１８年１－７月の前年同期比（円ベース）は、東南アジア（中国含む）向けは１０３.１％、 

欧州１０６.９％。 

   Ⅱ.アジアにおいては中国が１０２.２％。シェアは２９.８（前年同期比－０.１ポイント）。 

アセアン主要国は前年同期比でインドネシアが１０９.８％、マレーシア１００.８％、ミャン

マー１２１.９％、ベトナム１０８.２％。アセアン全体では１０６.２％、シェアは２５.４％（前年

同期比＋０.８ポイント）と安定した伸び。また、カンボジアは９９.６％と減少傾向が続く。 

アセアン以外では、パキスタン１２６.０％、バングラデシュが１１７.０％、インド１１４.４％と

引き続き伸長。台湾は９７.４％。欧州ではイギリスが１０８.４％、フランス１０４.４％、ドイ

ツが１０８.５％、イタリア１１１.９％。 

   Ⅲ.米州は１０７.４％、シェアは１０.５％で前年同期比＋０.５ポイント。 

②輸入（２０１８年１－７月累計） 

   Ⅰ.２０１８年１－６月累計の前年同期比（円ベース）は、東南アジア（中国含む）が１０４.４％、

米州１０１.４％、欧州１０８.８％。 

   Ⅱ.アジアでは中国が９９.９％。シェアは５６.５％（前年同期比－２.７ポイント）と引き続き減

少。 

   Ⅲ.アセアン全体では１１３.８％。主要国はベトナム１１８.２％、インドネシア１０８.８％、カン

ボジアが１１８.０％、マレーシアが１０５.８％、ミャンマー１１５.６％、タイ１０６.１％と伸び

ている。アセアンのシェアは２６.２％（前年同期比＋２.１ポイント）と安定した伸びが続く。

ベトナムのシェアは１２.２％（前年同期比＋１.４ポイント）と堅調。 

     アセアン以外ではパキスタン１２１.３％、バングラデシュは１１９.２％、インド１０９.２％、台

湾１０３.７％、イギリス１１０.０％、フランス１０８.０％、イタリア１０６.４％、アフリカ１０２.８％。 
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●綿スフ工連広幅先染専門委員会開催 

９月２７日（木）－２８日（金）、福岡県久留米市において広幅先染専門委員会が開催された。

綿スフ工連傘下の先染産地から２６名が参加した。当日は会議に先立ち、タイヤ製造販売企業

「株式会社ブリヂストン」で国内最初のタイヤが生まれた久留米工場を見学した後、市内のホテ

ルにおいて委員会を開催した。会議では、綿工連事務局より①平成２９年度会計報告、②平成

３１年度予算概算要求（中小企業関係）等、③消費税軽減税率制度の周知について説明があっ

た。さらに、経産省及び繊産連からの要請で「外国人技能実習制度の適正な実施の取組」への

協力依頼について説明を行い、そのための委員会を工連で開催することが報告された。また、

各出席産地から産地の現況や実施している事業等について発表があり、意見交換を行った。 

翌日は、九州組合傘下企業で久留米絣や作務衣などの製品も製造している「宮田織物株式

会社」と、伝統的手法で久留米絣を生産する「野村織物有限会社」を見学した。 

 

●平成３０年台風２０号及び台風２１号の影響に関する中小企業者対策 

（セーフティネット保証４号の指定） 

９月２８日、和歌山県、滋賀県、京都府、大阪府、及び兵庫県から、平成３０年台風２０号及び

台風２１号によって多数の中小企業・小規模事業者が事業活動に影響を受けている、または受

けるおそれが生じたとして、セーフティネット保証４号（※）指定の要請があった。 

※ 売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協 

   会が一般保証とは別枠で融資額の１００％を保証する制度（下記参考）。 

これを踏まえ、経済産業省から平成３０年台風２０号及び台風２１号の影響により売上高等が

減少している中小企業者・小規模事業者の資金繰り支援措置として、以下の地域を対象にセー

フティネット保証４号が発動されることとなった。 

【指定地域】  

○平成３０年台風２０号に係る指定地域 

和歌山県：和歌山市、海南市、田辺市、新宮市、紀の川市、広川町、白浜町 

○平成３０年台風２１号に係る指定地域 

滋賀県： 全域 

京都府：  京都市、宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、

南丹市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、精華町、南山城村、

京丹波町 

大阪府： 大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、

貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川

市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、

門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四条畷市、交野

市、大阪狭山市、阪南市、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子

町、河南町 
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兵庫県： 神戸市、尼崎市、明石市、西宮市、洲本市、芦屋市、伊丹市、豊岡市、宝

塚市、新温泉町 

和歌山県：和歌山市、海南市、橋本市、御坊市、新宮市、紀の川市、高野町、湯浅町、

広川町、美浜町、みなべ町、白浜町、串本町 
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ＥＰＡ（経済連携協定）／ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）の動向 

●我が国のＥＰＡへの取組状況 
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出典： 財務省貿易統計（２０１８年４月）、ただし、米、韓、ＥＵについては、IMF Direction of 

Trade Statistics（２０１８年４月） 
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●ＴＰＰの概要 

 

●TPP をめぐる動き 

ＴＰＰ１１は現時点で、メキシコ、日本、シンガポールの３か国が国内手続きを終えたが、６か国

の手続き完了が発効の要件であり、国内手続き完了を寄託国であるニュージーランドに通知後 

６０日後に発効となるため年内の発効がどうなるかが注視される。 
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」 

 

なお、凍結項目に入らなかったが、一定期間猶予する内容（２項目）についてはサイドレター（補

足文書）を交わすこととなる。 
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２０１５年１０月５日に大筋合意したＴＰＰ１２協定の工業製品（繊維分野を含む）の概要 

（１）市場アクセス（関税撤廃） 
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（２）繊維分野についての各国の関税撤廃（譲許）について 

①日本（上表に示すとおり） 

品目 譲許内容 基準税率 

繊維・繊維製品ほぼ全て 即時撤廃 
生地：１.９～１４.２％ 

衣類：４.４～１３.４％ 

一部の衣類（（化合繊製オーバーコート等） １１年目撤廃 ７.４～１２.８％ 

 

②カナダ 

 

③ニュージーランド 

 

④オーストラリア 

 

⑤ベトナム 
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⑥米国（離脱） 

 

（３）繊維分野の原産地規則 

①複数の締約国において加工工程の足し上げを行い、原産性を判断する完全累積制度。 

②繊維及び繊維製品の原産地規則は、「紡ぐ」、「織る」、「縫製」という３つの工程を原則ＴＰＰ

締約国内において行わなければならない「ヤーンフォワード･ルール」。 

ただし、綿糸（ＨＳ５２.０４－５２.０７）、合繊長繊維糸（ＨＳ５４.０１－５４.０６）、化合繊紡績糸

（ＨＳ５５.０８－５５.１１）、ニット生地（ＨＳ６０類）については、締約国内での「綿花」、「化合繊

短繊維」を使用する「ファイバーフォワード・ルール」。 

③ヤーンフォワード・ルールを前提としつつ、「供給不足の物品」（ショートサプライ・リスト（ＳＳＬ））

に掲載された域内での供給が十分でない厳選された材料（繊維、糸、生地）については、

例外的に域外から調達しても、その最終用途の要件を満たせば原産品として認めている。 

（注）衣類を輸出する場合であって、使用する糸がＳＳＬに掲載されている場合、織る、縫製

の２工程を域内ですればよく、また、生地がＳＳＬに掲載されている場合、縫製の１工程

のみを域内ですればよいことになる。 

④６１類及び６２類の衣類が原産品であるか否かは、製品の関税分類を決定する構成部分

（表側の生地に占める面積が最も大きい部分）で関税分類番号の変更を満たす必要がある。 

＜その他の要件＞ 

①弾性生地ルール 

６１類及び６２類の衣類に弾性糸を使った生地（ＨＳ6002、5806.20）を使用する場合、当該

生地は域内産の糸を使用する。また、関税分類を決定する構成部分に弾性糸が使用され

る場合には、域内産の糸を使用する。 

②縫糸ルール 

６１類及び６２類の衣類及び６３類の製品に縫糸（ＨＳ５２０４、５４０１、５５０８の縫糸又は５４０２の

糸を縫糸として使用）を使用する場合、当該縫糸は域内産の縫糸を使用する。 

③絹１００％の着物に関するルール 

着物又は帯に使用する絹１００％の絹織物を域内で製織、裁断・縫製する必要がある。 

※絹織物はＳＳＬで域外調達が例外的に認められているが、着物又は帯に使用する絹 
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１００％の織物の域内調達を義務付け。 

④デミニミス（原則、非原産材料が全重量の１０％以下の場合、原産品とみなす。） 

ただし、弾性糸については、域内産を義務付け。 

⑤緊急措置（セーフガード）、関税法令違反に関する税関当局間の協力、監視を規定。 

＜第３章 原産地規則及び原産地手続＞ 

輸入される産品について，関税の撤廃・引下げの関税上の特恵待遇の対象となるＴＰＰ域

内の原産品として認められるための要件及び特恵待遇を受けるための証明手続等を定め

る。本章のルールにより、例えば以下のようなメリットが考えられる。 

（１）ＴＰＰ特恵税率の適用が可能な１２か国内の原産地規則の統一（事業者の制度利用負

担の緩和） 

（２）輸出者、生産者又は輸入者自らが原産地証明書を作成する制度の導入（貿易手続の

円滑化） 

（３）完全累積制度の実現  

ＴＰＰ協定においては、複数の締約国において付加価値・加工工程の足し上げを行い、

原産性を判断する完全累積制度を採用。日本が締結済みのＥＰＡにおいても、メキシコ、

ペルー等で完全累積制度を採用している。 
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（４）広域ＦＴＡ化による原産品輸送の容易化（立証負担の緩和） 

二国間のＦＴＡにおいては、産品の輸送の際に第三国を経由した場合には、当該貨物の原

産性が維持されているか否かについて輸入国税関に対し立証する負担がある。一方で、ＴＰ

Ｐは全ての締約国を一つの領域とみなす広域ＦＴＡであり、全ての締約国の領域内を移動す

る限りにおいては、貨物の原産性が維持されることになる。 

協定書第３章原産地規則及び原産地手続きの仮訳については下記ＵＲＬを参照 

 http://www.cas.go.jp/jp/tpp/naiyou/pdf/text_kariyaku/160202_kariyaku_03-1.pdf 

附属書３D 品目別原産地規制 

http://www.cas.go.jp/jp/tpp/naiyou/pdf/text_kariyaku/160202_kariyaku_03-2.pdf 

（内閣官房ＴＰＰ政策対策本部ＨＰ ＴＰＰの内容より） 

 

日  本  と  各  国  と  の  Ｅ  Ｐ  Ａ  交  渉 

●日・ＥＵ経済連携協定について 

今年７月に署名された協定の今後のスケジュールは、日本国内では１０月下旬の臨時国会で

発効に向けての協議が行われ、ＥＵにおいては１２月の欧州議会の本会議にて関連法案等が

協議される。２０１９年３月に英国のＥＵ離脱期限、５月には欧州議会の選挙があることからそれま

での発効を目指す。 
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２０１７年７月：第２４回ＥＵ首脳協議で大枠合意 

２０１７年１２月：首脳電話会談交渉妥結合意 

２０１８年７月：第２５回ＥＵ首脳協議で署名 

 

 

※日ＥＵ経済連携協定テキスト（和文）   

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ie/page4_004215.html 

２０１７年７月「工業製品関税に関する大枠合意結果」の概要（抜粋）  

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ie/page4_004215.html
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●日中韓経済連携協定について 

 

東アジアの繊維貿易フロー （２０１７年） 
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中韓ＦＴＡ発効を踏まえたアジア貿易自由化への影響  
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●日・ＲＣＥＰ経済連携協定について 

９月２５日、マレーシアにおいて第２４回の交渉会合が開催された。原産地規則、関税につい

て高い頻度の協議を重ね、１１月のアセアン閣僚会合の場での実質的妥結を目指す。 

 
 

２０１８年８月： 第６回閣僚会合（シンガポール） 

２０１８年９月： 第２４回交渉会合（マレーシア） 

 

 

 

１．ＲＣＥＰが実現すれば、人口約３４億人（世界全体の約半分）、ＧＤＰ約２０兆ドル（世界全体

の約３割）、貿易総額約１０兆ドル（世界全体の約３割）を占める広域経済圏が出現。 

２．世界の成長センターであるアジア太平洋地域経済との連携強化は、我が国が経済成長を

維持・増進していくために不可欠。 

３．我が国の貿易総額に占めるＦＴＡ締結相手国との貿易の割合（ＦＴＡ比率）が２７％、（中国 

２１．２％、韓国５．６％）増加し、日本再興戦略の目標達成（２０１８年までにＦＴＡ比率７０％）

に寄与。 

４．物品貿易（関税撤廃・削減等）に加え、サービス貿易、投資、知的財産等が含まれるため、

これらの分野での我が国企業の活動を支援、地域におけるルール作りに貢献。 

５．広域のＦＴＡが実現することにより、参加国間における貿易・投資が更に促進されるとともに、

地域における効率的なサプライチェーンの形成等に寄与。 
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●日・コロンビア経済連携協定について 

２０１６年は事務レベルでの非公式会合を開催 

 

●日・カナダ経済連携協定について 
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●日・トルコ経済連携協定について 

９月４日－７日、東京において第１１回の交渉会合が開催された。ＰＳＲ（品目別原産地規則）

や知財分野については、トルコがＥＵ関税同盟に加入していることから、日・ＥＵ協定の合意内

容がベースとなる。 

２０１８年９月：第１１回交渉会合（東京） 
 

●特許公開情報 

２０１8 年９月に公開された織物の製造方法に関する、特許公開情報です。 

特許電子図書館 HP： https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage 

検索範囲： 4L048, D03D1/00～D03D27/00 

[特許公開情報] （２０１８年９月公開分） 

＜９月分＞   

項番 文献番号 出願人 発明の名称 

1 特開 2018-150668 

イー・アイ・デュポン・ド

ウ・ヌムール・アンド・カ

ンパニー（米） 

ポリエステルおよびそれから製造される繊維 
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2 特開 2018-150638 
住商エアバッグ・システム

ズ株式会社 
袋織基布 

3 特開 2018-150633 ユニチカ株式会社 
樹脂補強用織物およびその織物を用いた樹脂

成形物 

4 特開 2018-150630 旭化成株式会社 制電性を有する人工皮革 

5 特開 2018-150452 旭化成株式会社 
布及びその製造方法並びに連続繊維強化樹脂

複合材料 

6 特開 2018-150202 デンカ株式会社 成形物 

7 特開 2018-150119 日立金属株式会社 ハンドレール用布材およびハンドレール 

8 特開 2018-145576 東レ株式会社 巻物の製造方法 

9 特開 2018-145572 河野 克己（神奈川） 織物 

10 特開 2018-145564 東レ株式会社 混紡糸およびそれを用いてなる繊維構造物 

11 特開 2018-145559 ユニチカ株式会社 
通風性フェンスの下部に張設する防つるシー

ト 

12 特開 2018-145545 帝人株式会社 織物および繊維製品 

13 特開 2018-145539 東レ株式会社 
強化繊維織物およびその強化繊維織物を用い

たプリフォームの製造方法 

14 実登 3218019 株式会社アシスト タオルハンカチ 

15 特開 2018-141248 ユニチカ株式会社 メッシュシートの製造方法および製造装置 

16 特開 2018-141247 タカタ株式会社 
乗員拘束ベルト用ウェビング、シートベル

ト、及びシートベルト装置 

17 特許 6388699 三信製織株式会社 
迷彩柄帯状織物の製造方法、及び迷彩柄帯状

織物 

18 実登 3217916 株式会社ＳＨＩＮＤＯ 装飾布帛 

19 実登 3217829 和光技研工業株式会社 織編物加工品 

20 特開 2018-138714 
ザ ノース フェイス アパ

レル コーポレイション 
断熱充填材料のためのバッフル構築体 

21 特開 2018-138713 帝人株式会社 
着色した有機繊維および布帛および衣料およ

び布帛の製造方法 

22 特開 2018-138706 東レ株式会社 
高熱収縮性ポリアミド繊維、混繊糸および織

編物 
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９ 月 の 行 事 

９月２６日………… 第１２２回繊維通商問題委員会(東京・繊維会館) 

９月２７～２８日……綿スフ工連広幅先染専門委員会（九州産地） 

 

１０月以降の行事 

１０月１１日 …………第５回繊維産業技能実習事業協議会（東京・経済産業省） 

１１月 １～２日………綿工連綿’s倶楽部「第５回機屋の直売会」(レンタルスペース “さくら”中目黒) 

１１月 ２日………… 綿スフ工連・綿工連・一般財団法人日本綿スフ機業同交会３団体について 

監事監査（東京） 

１１月 ５日 …………第８回日中韓繊維産業協力会議（中国・西安市） 

１１月 ９日 …………近畿以西事務局会議（九州産地） 

１１月２１～２２日……ＪFW-Premium Textile Japan ２０１９ Ｓ/Ｓ、JFW-Japan Creation ２０１９ 

（東京国際フォーラム） 

１２月 １日………… 綿工連綿’s 倶楽部委員会(大阪・綿業会館) 

１２月 ５日………… 繊産連常任委員会（東京・東海大学校友会館） 

１２月１１日………… 平成３０年度第２回取引改革委員会(東京・ＴＦＴビル) 
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“ジャパン・コットン・マーク”は 
優れた国産綿素材製品の証明です 

 

国産綿素材の優れた品質をアピールして需要振興を

図るため、国内で製造した綿素材の織物を使用した

繊維製品に対してジャパン・コットン・マークの表示を

推進しております。 


